
２　申請・届出等の頻度軽減

2003年度（平成15年度） 2004年度（平成16年度） 2005年度（平成17年度）

○○○の定期報告
○○○法施行規則第○
条第○項

緩和の方向で省令改正に
向け検討

省令改正措置 毎月 隔月

○○○実績報告
○○に関する法律施行
令第○条

緩和の方向で政令改正に
向け検討

政令改正措置 - 年２回 年１回

支払等の届出

自動車損害賠償保障法第
１６条の６、自動車損害
賠償保障法施行規則第３
２条

毎月
国により保険会社の保険金支払い
が適正に行われているか等につい
て、チェックする必要があるため

保障事業賦課金の届出
自動車損害賠償保障法施
行規則第２９条第２項

毎月

保障事業の財源である賦課金につ
いて、保険会社による納付が適正
に行われているか等について
チェックする必要があるため

外航船舶運航実績報告書
船舶運航事業者の提出す
る定期報告書に関する省
令第3条

毎月
邦船社船舶動静を把握していくた
めには毎月の報告が必要不可欠
であるため

港湾荷役実績報告書
港湾運送事業法施行規則
第２条

毎月

港湾運送事業法第１６条の規定に
よる下請制限の判断基準として、
各月中に引き受けた貨物量報告
が必要。

はしけ稼動実績報告書
港湾運送事業法施行規則
第２条

毎月

港湾運送事業法第１６条の規定に
よる下請制限の判断基準として、
各月中に引き受けた貨物量報告
が必要。

一般港湾運送引受け実績
報告書

港湾運送事業法施行規則
第２条

毎月

港湾運送事業法第１６条の規定に
よる下請制限の判断基準として、
各月中に引き受けた貨物量報告
が必要。

統括管理実績報告書
港湾運送事業法施行規則
第２条

毎月

港湾運送事業法第１６条の規定に
よる下請制限の判断基準として、
各月中に引き受けた貨物量報告
が必要。

港湾運送引受け実績報告
書

港湾運送事業法施行規則
第２条

毎月

港湾運送事業法第１６条の規定に
よる下請制限の判断基準として、
各月中に引き受けた貨物量報告
が必要。

生産状況報告書 造船法施行規則第５条 年２回
各造船所の生産高や建造計画の
変化等の実態を把握するために
は、年２回（半期毎）の報告が必要

船舶用ぎ装品等月間生産
高報告

造船法施行規則第５条 毎月
国内の舶用工業製品生産動向を
知る上で毎月の報告が必要

船舶装備用輸入品入手実
績報告

造船法施行規則第５条 年２回 統計調査のため困難

取扱件数の報告
船員職業安定法施行規則
第２６条第１項

省令改正措置 毎月 年１回

船員募集報告書の提出
船員職業安定法施行規則
第２６条第２項

省令改正措置 年４回 年１回

定期報告書の提出（①倉
庫証券発行倉庫の受寄物
入庫高・出庫高報告書
②倉庫証券発行高、回収
高及び期末流通高報告
書）

水産業協同組合法及び森
林組合法による倉荷証券
発行の許可等に関する省
令＜水産業協同組合法・
森林協同組合法＞第３条

年４回

倉庫証券発行高、回収高
及び年度末流通高報告書

中小企業協同組合法等に
よる倉荷証券発行許可等
に関する省令<中小企業協
同組合法・中小企業団体
の組織に関する法律・商
店街振興組合法>第３条

年４回

期末倉庫使用状況の報告
書

倉庫業法第２７条第１項 年４回

受寄物入出庫高及び保管
残高報告書

倉庫業法第２７条第１項 年４回

手続件数 17件 - - -

軽減後の頻度
（予定）

2005年度（平成17年度）まで
に措置が困難な理由

備考

　これらの報告書は、各四半
期における倉庫の使用状況や
品目毎の在庫量等を示すもの
で、事業者の動向を把握する
重要な資料となっており、事業
の適正な運用について事後的
にチェックする観点（保管貨物
は倉庫の種類に適合したもの
か、倉庫の種類・規模等は登
録されたものと相違ないか等）
から、これらの報告については
最低でも四半期毎の報告を求
める必要がある。
　また、これらの報告書は全国
的に統計処理を行っており、
我が国の倉庫動向を明らかに
する唯一の指標として、倉庫
行政はもとより、倉庫業界や経
済動向分析を行う機関等に重
要な情報を提供してきており、
倉庫の動向を把握する観点か
らは、最低限でも四半期毎の
報告を求める必要がある。

手続名 根拠法令
措置内容

これまでの頻度


